
マイナンバー制度における課題等と提言の関係   

マイナンバー
カードが普及 

せず 

【マイナンバー制度の課題】 【背景となっている事実】 

【A】 

民間における利
活用が進まず 

【B】 

地方行政の効
率化、利便性向
上が進まず 

【C】 

マイナンバーカードを持
つインセンティブがない 

【ア】 

マイナンバーカード
には個人番号が記
載されている。 

業務が二分されている 
追加業務が発生 

「特定個人情報」に係る規定の
撤廃 

提言 

１ 

個人番号の利用目的に係る規
定の見直し 

2 

マイナンバー制度の推進体制
の刷新 

3 

中央政府による地方公共団体の業
務プロセスおよびシステムの標準化
の徹底 

4 

健康保険証とのワンカード化の早期
完了 

5 

マイナンバーカードとスマートフォン
の利活用の両立 

6 

マイナンバー制度の目標設定、
評価方法の構築 

7 

行政の
効率化 

国民の
利便性
の向上 

公平・
公正な
社会の
実現 

【目的】 

目的の達成には
至らず 

地方行政の仕組み・業
務がITによる効率化を
基本に据えていない 

【ウ】 

別添１ 

特定個人情報である個
人番号の使用には制
限・罰則がある 

【イ】 

【Ⅲ】 

【Ⅰ】 

【Ⅱ】 

【Ⅳ】 
業務システムの標準化が推進されない。 
意欲があっても人材がいない。 

現在、個人番号やマイナンバーカード、地方における行政等
における課題が相互に関連し、目的達成の隘路に 



マイナンバー制度導入後のロードマップとその進捗状況   別添２ 

内閣府「マイナンバー制度導入後のロードアップ（案）」を経済同友会修正 

デジタルファースト
法案 国会提出 

【2020年度から本格運用】 

【マイナンバー法改正】 
（３年見直し） 

2021年 
（H33年） 

デジタ
ル・ガバ
メントに
関する動
き 

デジタル・ガバ
メント実行計画 

デジタル・ガバ
メント推進方針 

【マイナンバーカード】交付状況 
約1,367万枚、人口対比約10.7% 【マイナンバー

カード／公的個
人認証】2021年

１月から公的個
人認証機能の 

有効期限切れが
発生】 

＝デッド・ライン 

【情報連携】当初853/1,872事務のみ対象 

【マイナポータル】 
利用アカウント数不明（非公表） 

【スマートフォン】 
2019年度に実装可能？ 

改正による
新たな取組
みにも時間
的猶予なし 

オンライン資
格確認の恩恵
を十分に感じ
る時間的猶予
なし 

その他 
マイナンバー訴訟  
最高裁判決？ 

被保険者番号 
個人単位化 

未来投資戦略 
2018 政府の各種戦略、方針等において、

マイナンバー制度をデジタル化の
「基盤」として活用することが謳わ
れている。 

【情報連携】日本年金機構と未連携 



マイナンバー制度における個人情報の「分散管理」と「情報連携」  別添３ 

総務省「マイナンバー社会保障・税番号制度概要資料（2017年12月発行）」から抜粋 

個人情報は各行政機関が保有。
「一元管理」ではなく、「分散管
理」を実施。 

「分散管理」においては、情報提供ネットワークシステムにお
いて、個人番号そのものではなく、機関別符号を用いた情報
の照会・提供を実施。 

個人番号が漏えいすることにより、それに紐づいて多くの 
個人情報が洩れるリスクは極めて低く、 

悪質な名寄せが行われる事態は考えにくい 


